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千葉市教育委員会規則第４号 

   千葉市立小学校、中学校及び養護学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則 

 千葉市立小学校、中学校及び養護学校の通学区域に関する規則（昭和

４４年千葉市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１千葉市立緑町中学校の部千葉市立登戸小学校の項中「汐見ケ

丘町」を「汐見ケ丘町、千葉港（市立幸町第三小学校通学区域を除く。）、

中央港１丁目。ただし、千葉港（市立幸町第三小学校通学区域を除く。）

及び中央港１丁目については、市立新宿中学校の通学区域とする。」に改

め、同表千葉市立新宿中学校の部千葉市立新宿小学校の項中「、千葉港

（市立幸町第三小学校通学区域を除く。）」を削り、「中央港１、２丁目」

を「中央港２丁目」に改め、同表千葉市立犢橋中学校の部中「犢橋町、」

を「犢橋町（市立宮野木小学校通学区域を除く。）、」に、「長沼原町の一

部（ただし、犢橋町の一部については、市立さつきが丘中学校通学区域

とする。）」を「長沼原町の一部。ただし、犢橋町（市立宮野木小学校通

学区域を除く。）の一部については、市立さつきが丘中学校通学区域とす

る。」に改め、同表千葉市立緑が丘中学校の部千葉市立宮野木小学校の項

中「園生町の一部」の次に「、犢橋町の一部」を加え、同表千葉市立花

見川第二中学校の部千葉市立花見川第四小学校の項を次のように改め、

千葉市立花見川第五小学校の項を削る。 

千葉市立花島小学

校 

花見川２番１０～４４棟、花見川８番、９番、花

島町、天戸町の一部。ただし、花島町について 

は、市立花見川第一中学校通学区域とする。 

 別表第１千葉市立打瀬中学校の部千葉市立打瀬小学校の項中「１丁目、

２丁目３～６番、１１～１３番、２０、２１番」を「１丁目１～６番地、

２丁目３～６番地、１１、１２番地」に改め、同部中 

 



「 

千 葉 市 立 海 浜 打 瀬 

小学校 

打瀬２丁目１、２番、７～１０番、１４～

１９番、２２～２４番、３丁目 
 を 

」 

「 

千 葉 市 立 海 浜 打 瀬 

小学校 

打瀬２丁目１、２番地、７～１０番地、３

丁目１～８番地、１０番地 

千 葉 市 立 美 浜 打 瀬

小学校 

打瀬１丁目７～１１番地、２丁目１３～ 

２４番地、３丁目９番地、１１～１４番地 

 に 

」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 


